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１． 現状と課題 

1.1 これまでの緊急対策実施事例と課題 

 

1.1.1 雲仙･普賢岳の事例 

雲仙普賢岳は平成 2 年 11 月

17 日から噴火を始め、翌平成 3

年には溶岩ドームを形成し、そ

れが崩壊して繰り返し火砕流が

発生した。平成３年６月３日に

は、火砕流により避難勧告区域

で死者・行方不明者 43 人の犠牲

がでた。そのため６月７日には

災害対策基本法に基づき警戒区

域が設定され立ち入りが禁止さ

れた。 

その後火砕流の堆積域では降雨により土石流が頻発して下流に被害をおよぼした。 

以下に、雲仙普賢岳で長崎県（のちに国土交通省雲仙復興事務所）が実施した緊急ハー

ド対策と緊急対策時における技術的な課題について述べる。                

 

(1)実施された緊急ハード対策 

雲仙・普賢岳では噴火の前兆現象が現れて以来、発生した土砂移動現象の状況に応

じ、火山砂防基本計画に着手する前に第１次緊急対策と第２次緊急対策を行っている。 

 

【第 1次緊急対策：土石流】 

□水無川、赤松谷最下流の既設ダム各 1基の除石 

（3月 25 日に着手し、4月 18 日には各 1基計 5,000ｍ3が完了） 

□土石流発生監視装置の設置 

（3月 29 日にワイヤセンサーを水無川・赤松谷川に設置） 

 

【第 2次緊急対策：土石流、山体崩壊等】 

[土石流] 

□土石流捕捉のため水無川本川、赤松谷川へパネル設置と鋼矢板の打ち込みによ

り短期間で施工できる遊砂地を設置 

□水無川本川、赤松谷川への流木止め工設置 

□ワイヤセンサーを使用した警報装置 

□水無川・赤松谷川・湯江川への雨量計設置 

□警戒避難基準雨量の設定と警戒避難方法の周知 

□土石流災害危険区域の再調査 
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[山体崩壊] 

□山体崩壊時の前兆的現象、崩壊した土砂の到達時間・到達範囲等予想される状

況の周知 

□前兆現象把握のための計器設置（地盤傾斜計、水位計等） 

□前兆現象把握のためのチェックリスト・定期パトロール 

□災害危険区域の設定 

 

(2)緊急対策時における技術的問題の整理 

1) 対策工の工種、構造に関する問題 

【緊急遊砂地工】 

・当初、上流のガリー侵食から流下する土石流に対し、分散堤等の議論や帯工

的議論もあったが効果が明確でない施設の配置を避け、下流への透過型砂防堰

堤配置による遊砂地により捕捉機能を増大させることにした。 

・遊砂地幅は用地交渉承諾範囲内での設計となった。また水路拡幅による島原

鉄道橋脚幅への影響などにより、当初予定より水路幅が狭くなった。 

・現地入手可能な材料かつ、現地製作・メンテナンスが可能で、工期短縮を図

れるパネル型スリット構造とした。 

・最大限の効果を発揮させるために、スリット部の軸方向を幅をどのように設

定するか、検討に時間を要した。 

 

【仮設導流堤】 

・想定した土石流流下・侵食・堆積傾向、氾濫域や流向変化など技術的な検討

に加えて、周辺住民の意見や地籍範囲などを考慮して構造・規模を設定した。 

・基本構造は周辺地域の段階的安全性向上を念頭において構造、幅、導流堤（霞

堤）を計画設計した。 

・導流堤の高さは修景後の景観設計等から 5ｍを基本に設計した。 
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【除石（無人）】 

・地元建設業者も雲仙普賢岳の噴火により被災しており通常の業務遂行が困難

であり、業者選定が困難であった。 

・当初は火砕流が断続的に発生していたため、安全面から除石工区の区画割り

を考慮しなければならなかった。 

・流出土砂量の増加と共に除石する量も増加したため、除石ヤード確保が必要

となり新たに用地の確保が必要であった。そのため海岸への埋め立てによる処

理方法をとった。 

 

2) 対策工の工法、対策の安全確保に関する問題 

【無人化施工】 

・緊急対策として計画された水無川４号遊砂地は、警戒区域内であり対策工に

着手できない状態であった。さらに３号遊砂地も土石流が堆積し満砂状況であ

ったが、回復のための除石工事ができなかった。 

・そのため、一部で使用されていた建設機械の遠隔操作技術を発展させ、除石

工事を実施するため無人化施工技術を開発・実用化し、平成６年から試験フィ

ールドによる試験工事、さらに水無川３号遊砂地での無人化施工による除石を

行った。 

・技術的な試験後、平成７年から水無川１号砂防堰堤本体、水無川１号と２号

砂防堰堤の袖部については無人化施工による構築を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安全管理】 

・火砕流が到達するおそれのある地域は警戒区域に設定され立ち入りが禁止さ

れていたため、対策工事は行えなかった。 

・ただし警戒区域外では除石等の工事が行われており、想定外の規模に対して

も工事従事者の安全管理として、緊急避難体制を検討した。 

・避難体制の整備として、サイレンによる監視者・自衛隊との連絡体制を整え、

さらにすみやかに避難できるよう、自動車のエンジンをかけたまま下流向きに

配置する等、工事用安全管理対策も実施した。また上流に、ワイヤセンサーに

よる警報装置も設置した。 

・避難時の逃げ遅れを考慮して、火砕流に対する避難用シェルターを計画設置

した。 
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(3) 得られた成果と課題 

・噴火により発生する現象と規模の予測が困難であった。 

・避難勧告区域内で火砕流により 43 名が亡くなった。 

・用地の制限により第２次緊急対策の対策規模を決定せざるをえなかった。 

・現地ですぐに入手可能な資材かつ、短期間に施工可能な工法を採用した。 

・警戒区域内での施工ができず、有人施工の際に施工範囲が限定された。 

・工事の安全管理の一環として、無人化施工を実用化した。 

・想定外の現象に対しても、施工従事者の安全管理をおこなった。 

・想定される土石流に対する対策は、地権者の同意が得られず工事着手が遅れ

た。 

・施設規模について、用地以外にも景観面からの制約があった。 

・除石した土砂の土捨て場の確保が困難であった。 
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1.1.2 有珠山の事例（緊急対策の実施事例） 

 

 (1)噴火予知の成功とハザードマップの活用 

有珠山の噴火においては噴火活動の予知が極めて的確に行われ、それが噴火前の

住民避難に適切に活かされている。以下に、その背景を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北海道大学有珠山観測所が、長年にわたり観測・研究を続けていたため、有珠山

の火山活動の特徴が事前に把握されていた。 

   ・噴火予知のための観測・監視機器が高精度化していた。それらの機器を用いて有

珠山の観測・監視を行えたことが、予兆現象やその後の展開を把握するのに役立

った。 

  ・火山の専門家が長年にわたる観測と研究の蓄積により、行政・住民に対して「噴

火は一両日中」と具体的な噴火時期に及んで発言できたため、大きな説得力を持

った。 

・噴火前から住民・行政・専門家が一体となって有珠山の火山防災に取り組んでい

た。特に 23 年前の噴火を教訓に 1995 年に作成されていたハザードマップが、三

者の防災意識の共有に果たした役割は大きい。 

・ハザードマップに想定された噴火活動をもとに、行政は避難計画を綿密に作成す

るとともに、避難訓練を繰り返すなど、住民の防災意識の高揚に努めていた。ま

た、この過程で住民と行政の間の信頼関係が強固に築かれた。 

・噴火前に発表された緊急火山情報が、地域全員避難を促進した。 

 

(2)国の各省庁による合同現地対策本部 

   平成 12 年 3 月 31 日の噴火に先立って、火山性地震などの噴火の前兆現象が観測

されたため、地元の北海道や市町をはじめとする防災関係機関は噴火前から防災対

応を開始し、住民避難を誘導するなどの対応をとった。 

   国もこれらの状況に合わせ、噴火前から初動対応を開始し、3月 29 日に関係省庁
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連絡会議や同局長会議を開催し、関係省庁の職員を現地に派遣し、伊達市役所内に

「有珠山現地連絡調整会議」を開催するなど、噴火に備えた体制の整備を図った。

また現地連絡調整会議では、関係地方公共団体、北海道大学教授等の専門家、防災

関係機関と共に監視、避難、広報などに関する各種対応について確認し、関係機関

が連携しつつ実施することになった。 

   3 月 31 日午後、有珠山非常災害対策本部及び同現地対策本部が設置され、同夜か

らは現地対策本部と地元自治体（北海道・伊達市・壮瞥町・虻田町）による「第１

回 有珠山現地対策本部合同会議」が開催された。現地の最高意思決定機関として、

決定事項に対し関係者が全力で取り込むことになった。この関係機関には、41 もの

関係機関が携わり、現地対策本部合同会議を中心に様々な対応が行われた。 

   特に現地対策本部合同会議は即断即決を旨とし、出席者は原則「決定権のある者」

となっていた。このため通常では否定的な判断となるような場合でも、特例的に認

められる場合もあった。このように通常と異なる意思決定プロセスと判断基準によ

り、平常時では考えられないスピードで具体的な対策が決定され、直ちに実施され

た。 

   また伊達市役所の現地対策本部会議室との間を結び、テレビ会議を実施した。こ

れ以外にも、自衛隊や有珠山の映像はリアルタイムで東京の官邸、国土庁（当時）

などの関係省庁に電送され、被災地から遠くに離れた東京に現地状況を伝えること

で、噴火後の応急処置がスムーズに進展した。 

 

(3)砂防施設（噴火前施設および緊急砂防対策）の実施状況 

有珠山は、1977 年の前回噴火後、西山川など

で砂防施設の整備が進められていた。 

今回の 2000 年噴火に対しても、既往施設を活

用して泥流対策を緊急的に実施している。 

有珠山噴火による火口群の形成と火口から流

出した熱泥水によって流域の地形条件が変化し、

降雨による不安定土砂の移動が予想される板谷

川と西山川において、当面緊急を要する土砂流

出に対する緊急砂防施設を整備した。 

1）板谷川 

①緊急対策 

・既設遊砂地除石による土砂捕捉容量確保 

・流路工仮設土嚢の設置 

・緊急遊砂地の設置（無人化施工） 

②応急対策 

・流路工の疎通能力の拡大        

・応急土砂捕捉工の設置 
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2）西山川 

①緊急対策 

・流出橋床版の撤去 

・堆積土砂の除石（無人化施工） 

・土嚢の設置 

 

 

②応急対策 

・泥流分散エリアの確保 

・応急導流堤の設置 

 

 

 

(4)緊急対策時の問題点 

災害時の緊急施工であり、噴火によ

り被災する可能性があったため、現地

においては無人化施工を多用した。 

1)無人化施工 

無人化施工には映像用と操作用 

の二種類の無線があり、板谷川遊砂  

地の施工、西山川の被災した橋の撤

去、河道閉塞した土砂の掘削等をお

こなった。 

有珠山の無人化施工は、操作位置

と施工位置が 1km 以上も離れかつ、

地形が複雑な上に施工場所が住宅地

に隣接しているため建物や樹木等が

電波や視界を遮るなど遠隔操作に関

して厳しい施工条件であった。こう

したことから有珠山では、中継局を

設けることなくダイレクトに１km

以上の遠隔操作を可能とするため、

緊急用建設無線として 2.4GHz 帯（画

像伝送用）８波、400MHz 帯（重機操

作用）8 波の免許を緊急的に取得し

無人化施工に活用された。 

噴火時に備え、可及的すみやかに応急的な砂防施設の施行が出来る体制をあらかじ

め確保する必要がある。特に、施工時の安全を確保するために無人化施工技術の導入

体制（建設機械、操作技術者、通信無線等）を確立しておく重要がある。 

 

無人化施工状況 
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(5)得られた成果と課題 

・高度な火山監視観測、経験のある火山研究者の助言により、適切なタイミングで緊

急火山情報が発表されて、早期警戒期の避難活動が迅速に行われた。そのため噴火

前に地域住民、観光客の避難が完了した。 

・事前に作成・配布された火山ハザードマップが、住民の意識向上、行政担当者の基

礎的な資料として有効に活用された。 

・現地対策本部合同会議により、国レベルで関係機関の連携・情報共有・意志決定が

すみやかに行われた。 

・機器の運搬、施設計画、各種調整に時間を要し無人化の施工実施に時間を要した。 

・特殊な条件のもと無人化施工の電波許可を緊急的にとることができた。 
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1.1.3 三宅島事例（緊急対策の実施事例） 

(1) 噴火直前から噴火に至るまでの経緯 

三宅島は平成 12 年６月 26 日から火山活動が活発化し、東京都と三宅村は災害対策本

部を設置し三宅村から一部地域住民に避難勧告が発令された。その後活動が一時沈静化

したため災害対策本部は解散、避難勧告が解除された。 

また三宅村では平成 6年 3月に火山ハザードマップ（三宅島火山防災マップ）を作成・

配布を行っていた。このマップには、火口が生じやすい地域、マグマ－水蒸気爆発の発

生しやすい地域、溶岩流の流下予想経路が示されていた。 

ところが平成 12 年 7 月 8 日に山頂から噴火し、7 月 10 日は山頂の陥没が確認され、

それ以降断続的に山頂噴火と火口陥没が発生するとともに、火山灰や火山ガスなど想定

していない現象が発生した。 

マップ配布後時間が経

っていて防災関係者・住

民の意識が低下していた

こと、想定外の現象が発

生したため、噴火時にお

いて火山ハザードマップ

が活用された事例は特に

見あたらなかった。 

 

さらに火山活動が活発

化し、8月 29 日には低温

の火砕流が発生したため、

急遽 9月 1日に東京都は

全島避難を決定した。 

住民の避難は平成 16

年２月まで３年以上にお

よび、長期化した避難に

よる地域コミュニティー

の崩壊が問題となった。 

また長期間放置された

農地や住宅の復興、帰島

後の生活再建についても

公的な支援が望まれた。 
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(2)噴火後の土石流・泥流対策 

噴火活動の活発化を予知してから噴火に至るまで２週間程度と時間の余裕がなく、噴

火活動が活発化する以前には対策は実施していない。 

その後、噴火活動の規模が小さくなった頃を見計らい、応急対策及び緊急対策として、

除石や簡易流木対策､無人化施工による泥流対策を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①応急対策 

・民家への泥流流入防止 …土嚢、布団篭、コンクリートブロック設置 

・流路の断面確保 …土嚢、布団篭設置、横断水路の新設・除石、 

・流木対策 …応急流木止め設置、既設砂防堰堤の除石 

 

②緊急対策 

・民家への泥流流入防止 …砂防堰堤設置 

・流路の断面確保 …流路工新設、道路横断部の橋梁化、ボックスカルバート設置 

・流木対策 …透過型砂防堰堤の設置 

・既設砂防施設の機能回復 …除石工、ダム嵩上げ 

 　　13災関
　砂防堰堤 ・流木捕捉工【9基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 9基
　流向制御等 【4基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 4基

 　　14災関
　砂防堰堤 ・流木捕捉工【2基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 2基
　流向制御等 【0基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 0基

 　　激特
　砂防堰堤 ・流木捕捉工【25基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　6基　　　　　　　完了 9基
　流向制御等 【5基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 1基

大沢

三 宅 島 砂 防 事 業 実 施 箇 所 図
17. 1現在

凡　　　　例

激　　特 11渓流 砂防堰堤他14基 流路工0.8km

13 災 関 9渓流 砂防堰堤他13基

16渓流

激特
砂防堰堤他16基 流路工2.6km

12災関・激特 12災関
砂防堰堤他16基 流路工0.4km

14  災   関 2渓流 砂防堰堤　2基　流路工0.2km

0 1 2

Kilometers

NORTH

姉川

川田沢支川
しらみ沢

厚木沢

釜方沢

大穴沢

岡堀沢

大久保沢

清水沢

釜の尻沢

三七山付近

仏沢

御子敷付近

三池地区の沢

とんび沢

道の沢

タデノ沢

榎木沢

榎木沢北支川

伊ヶ谷沢

伊豆川

坊田沢

西川 川田沢

湯船沢・土佐沢

鉄砲沢・夕景沢

都道212号線
（三宅一周道路）

雄山

ようが沢

間川

椎取神社付近

地獄谷

金曽沢

筑穴沢

芦穴沢
立根

角屋敷

空栗沢
 　　12災関
　砂防堰堤 ・流木捕捉工【15基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了 15基
　流向制御等 【1基】
　　　　　　　　　　　　　施工中　0基　　　　　　　完了  1基

　　　流路工     12災関　　　　　　　　　　　　　激特
　　　　　　　　　　完了：0.4km　　　　　　　　　 予   定：1.3km
　
　　　流路工　　14災関　　　　　　　　　　　　　施工中：1.2km
　　　　　　　　 　 完了：0.2km
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完   了： 0.9km

林道
雄山環状線

（はちまき道路）
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(3) 工事の安全管理 

 三宅島では全島避難した住民の帰宅に先立ち、ライフラインの機能回復を目的とした応

急・復旧工事を行う必要があり、火山活動が低下したとはいえ火山灰や火山ガスが噴出し

ている状況で、工事を行わざるを得なかった。 

 そのため工事従事者はガスマスクの携帯を義務づけられ、また三宅支庁第二庁舎などの

公共施設や工事従事者の宿泊場所には、脱硫装置を設置したクリーンルームが整備された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 得られた成果と課題 

  ・火砕流等、火山ハザードマップで事前に想定していた以外の火山活動が発生した。 

  ・全島住民が長期間避難したため、地域コミュニティや生活の再建が必要となった。 

  ・噴火までの時間的余裕がなく、噴火前の対策は行われなかった。 

  ・噴火後の泥流、土石流に対する除石や既設堰堤の嵩上げによる対策を行った。 

  ・火山ガスに対する工事の安全管理が必要であった。 

 



 12

1.1.4 緊急対策の実施事例から得られた成果と課題 

 雲仙・普賢岳・有珠山の噴火および三宅島での対策事例を踏まえ、今後緊急時の火

山防災対策行うにあたって参考とすべき事項を以下に示す。 

 

① 火山監視・観測体制 

・ 高精度な機器による継続的な監視、観測と噴火の予知・予測 

・ 監視・観測結果に基づく、状況変化ごとのハザードマップ作成、被害想定 

・ 経験豊富な火山研究者との連携 

・ 火山活動による地形変化等の迅速な把握 

 

② 火山防災情報の伝達および警戒避難体制 

・ 専門家・行政・住民・マスコミを含めた体制づくり、役割の明確化 

・ 情報伝達体制における権限と責任の明確化（情報統括の必要性） 

・ 避難状況の把握など住民との双方向の情報伝達体制の構築 

・ 避難場所、避難人数、避難方法など噴火シナリオに応じた避難計画の立案 

・ 情報伝達に関する判断のタイミング、判断基準の明確化 

・ 都道府県や市町村間の避難協定 

・ 避難勧告のタイミング 

・ 観光客の避難誘導 

 

③ 緊急時のハード対策 

・ 対策用地の確保 

・ 緊急的な砂防施設の施工ができる体制（人員・資機材）の確保 

・ 無人化施工技術の積極的な導入 

・ 火砕流や火山性ガスなど火山特有の現象に対する工事の安全管理 

・ 短期に材料手配・施工が可能で、効果が期待できる新工法開発 

・ 景観へ配慮した施設構造 

 

④ 砂防施設整備等、平常時からの準備 

・ 噴火前に緊急対策を実施するための準備 

・ 緊急時に嵩上げ等の施設規模を拡大できる機能を付与した施設構造の検討 

・緊急対策を行う上で基幹となる重要な基本対策施設の抽出選定 
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1.2 火山噴火対策の現状と課題 

 現在日本に 108 の活火山があるが、そのうち火山活動が比較的活発かつ集落が火山災害

の直接的影響を受ける等重要性の高い 29 火山において、1989 年から火山砂防事業が、1992

年から火山噴火警戒避難対策事業が開始され火山噴火対策を実施している。 

上記 29 火山で行われている対策の現状を既存の資料からとりまとめた。（資料－２参照） 

 また火山噴火対策における現状と主要な課題について、以下のように整理した。 

 

(1) 火山の監視・観測体制 

 ・気象庁による常時精密観測が行われているのは５火山である。また常時普通観測は 14

火山で行われている。 

 ・大学、国土地理院、防災科技研等においても火山監視・観測が行われている。 

 ・火山活動度レベルを実施しているのは９火山である。 

→防災対策の面からは、火山監視・観測体制は不十分。 

 

(2) 警戒避難体制 

 ・市町村の地域防災計画への記載は 13 火山のみである。 

 ・広域防災対策を前提とした基本計画を作成しているのは富士山においてのみである。 

・火山噴火に対する防災訓練を実施しているのは 13 火山のみである。 

・火山は複数の県・市町村にまたがることも多く、また近年の市町村合併による影響も 

あって、火山噴火に対する自治体間の意識の差がみられる。 

 →特に市町村レベルでの火山噴火に対する警戒避難体制づくりが必要。 

 

(3) 火山ハザードマップ 

 ・ハザードマップは全 29 火山で作成され、公表済みである。 

  （29 火山以外にも恵山・アトサヌプリ・箱根・由布岳で作成・公表済み） 

 ・地域住民の火山ハザードマップに対する認知度は、地域特性、配布後の年数、年齢に

より違いがあるが４～６割程度（平均 52.4％）である。 

 ・リアルタイムハザードマップ作成システムが整備されているのは３火山のみである。 

 →既存のハザードマップの周知・活用、次世代型ハザードマップの整備が必要である。 
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（平成 15年度 国土交通省政策評価「火山噴火への対応策」政策レビュー結果報告書より抜粋） 

 

(4) 施設整備 

 ・噴火前の土石流など、降雨による土砂移動現象対策施設は 27 火山で整備中。 

 ・25 火山で国土保全を目的として治山事業が行われている。 

 ・噴火による現象移動現象に対応した砂防施設整備は４火山のみである。 

 →火山噴火に対する施設整備が進んでいない。 

 

(5) 情報共有 

 ・砂防部局から他機関へ情報提供をしている火山は 25 火山である。 

 ・火山噴火対策に対する一元的な情報の窓口や、関係機関を網羅した情報伝達網などは

一部でのみ設置されている。 

 →関係機関の情報共有体制の整備が必要である。 

 

(6) その他制度等 

 ・北海道，阿蘇山以外では災害対策基本法上の協議会は設立されていない。 

 ・火山周辺の危険地域に対する開発行為や土地利用の規制は行われていない。 

年齢別のハザードマップという言葉に対する認知度

39.3%

48.7%

58.9%

60.5%

55.3%

42.8%

52.4%

24.1%

27.8%

26.3%

25.7%

26.2%

28.7%

26.6%

36.6%

23.5%

14.9%

13.8%

18.6%

28.5%

21.0%
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20～29歳
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40～49歳
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全体
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聞いたことはあるが意味は知らない
聞いたことはない

713

569

773

732

442

291

3560

年齢別のハザードマップに対する認知度 
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２．火山噴火緊急減災対策計画のコンセプト 

2.1 火山噴火緊急減災対策計画とは 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図－2.1 火山噴火緊急減災対策の全体イメージ 

 

火山山麓緩衝帯の指定 

緊急支援資材の備蓄 

無人化施工の実施 

火山防災ステーション

の機能強化 

火山噴火時に発生が想定される種々の火山災害による被害をできる限り軽減（減災）する

ため、内閣府、防衛庁、消防庁、気象庁、林野庁、地方公共団体等と連携し、あらかじめハ

ード・ソフト対策からなる火山噴火時の緊急対応を計画として定めたもの。 

火山監視機器の緊急整備

光ケーブル網

の整備 

ﾘｱﾙﾀｲﾑﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟに

よる危険区域の想定 
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2.2 火山噴火緊急減災対策の枠組み 

 

(1) 火山噴火緊急減災対策と火山防災対策全般との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2 全般的な火山防災対策と火山噴火緊急減災対策の関連 

内閣府 

・各機関の調整 

・災対本部の設置 

防衛庁 

・要請に基づく対策の

実施 

・関係機関の支援

林野庁 

・国土・環境保全 

・緊急ハード対策 

気象庁 

・火山監視・観測 

・噴火シナリオ作成 

他機関と連携 

情報提供 

緊急ハード対策 

緊急ソフト対策 

火山山麓緩衝帯 

ﾘｱﾙﾀｲﾑﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 

今回検討する火山噴

火緊急減災対策計画

火山防災ｽﾃｰｼｮﾝ 

緊急時の火山防災対策全般 

無人化施工 

総務省 

・広域避難計画の検討

・地方公共団体へ指導

都道府県 

・地域防災計画運用 

・市町村の支援 

市町村 

・地域防災計画運用 

・住民の避難 

他省庁 

・所管事務の実施・支援 

・許認可の手続き 

大学・研究機関 

・火山観測 

・調査・研究

マスコミ 

・住民への報道 

・関係機関への取材

地 域 住 民 

国土交通省 

避難行動の指示 情報提供 
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(2) 各省庁での実施項目と提供できる情報 

 緊急減災対策を連携して行うことにより下図のように、 

各機関ごとの対策や情報共有がスムーズになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴火シナリオ 

国土交通省 

・火山噴火による地形変化の把握 

・緊急減災ハード対策の実施 

・工事安全管理としてのソフト対策 

・リアルタイムハザードマップ作成によ

る時点ごとの危険範囲や被害程度の予測

内閣府 

・国の関係機関、都道府県との調整 

・合同現地対策本部の設置 

防衛庁 

・機材設置等のハード対策に対する支援 

・市町村による住民の避難支援 

総務省 

・相互間地域防災計画作成の指導 

・市町村による住民の避難支援 気象庁 

・噴火履歴・過去の火山活動の調査 

・火山監視・観測 

・今後の火山活動の推移予測 

地形変化の 

調査結果 

林野庁 

・治山計画の作成、実施 

・国有林における緊急減災ハード対策 

火山情報 

砂防区間での対

策進捗状況 

林野区間での

対策進捗状況 

火山活動状況に応じ

たハザードマップ 

現地対策本部にお

ける決定・要望 

火山噴火予知連絡会議 

被害想定、対策の

効果評価 

ヘリ等特殊機材 

ヘリ等特殊機材 

現地対策本部にお

ける決定・要望 

図－2.3 各省庁との連携・情報提供 

対策本部 
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2.3 火山噴火緊急減災対策の内容 

 火山噴火緊急減災対策を実際に行うためには①国・地方公共団体の防災関係機関が連携

を取ること、②気象庁・噴火予知連など監視観測機関が防災対策に必要な情報を、そのつ

ど迅速に提供していくこと、③緊急時に計画を実施するために平常時から準備を進めてお

くこと、が必要である。以下に緊急減災対策の内容を時系列に示すとともに、対策に必要

な平常時準備と主な実施関係機関名を記載したフロー図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.4 時系列での火山噴火緊急減災対策のイメージ 
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2.4 火山山麓緩衝帯とは 

(1) 定義 

 

火山山麓緩衝帯とは、火山周辺で噴火により危険がおよぶ可能性がある範囲のうち、 

種々の法律に基づいて開発行為の規制を行う土地と、事業に使用する用地の総称である。 

 

(2) 火山山麓の現状 

・火山山麓は噴出物や二次移動土砂により形成されたものであり、土砂災害が発生する危

険性が高い。また現状においても土砂流出が激しい。 

・火山周辺には豊かな自然環境が残されており、自然公園区域や保安林に指定されている

地域も多い。 

・火山周辺は風光明媚なため観光地として開発が進んでいる地域が多く、特に火口近くの

噴火すれば危険な範囲まで観光施設が存在している場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.5 火山山麓における土地利用に関する主な制度 

 

(3) 火山山麓緩衝帯の効果 

①開発抑制 

現状でも上記のように法律に基づいて区域指定がなされて開発行為に一定の規制が掛け

られているが、防災の観点からさらに各種法規制か地域開発との調整により山麓部に一連

の空間を確保することで、開発抑制が可能になり噴火時の被害軽減をはかることができる。 

②土砂処理空間としての用地確保 

噴火に伴う有害な土砂を導流・捕捉・堆積するための空間を事業用地として確保するこ

とにより、緊急時のハード対策が可能となり下流の被害軽減をはかることができる。 

③環境保全 

上記の用地の一部を公園や樹林等にすることにより、火山山麓の豊かな自然を保全する

ことができる。 

開発規制 

事業用地 

火山山麓緩衝帯 

自然公園区域 

保安林 

国・公有地等 

名勝・天然記念物

緑地保全地区 

砂防指定地 

公園法 

森林法 

都市計画法 

文化財保護法 

砂防法 
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３．緊急減災対策計画作成ガイドラインの目次（案）  
3.1 ガイドラインの位置づけ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

検討事項  

①誰が対象か

②どう使うものか  

まとめのスタンス  

計画を策定する直轄事務所・都道県の担当

向け  
・ 計画の基本構成  
・ 計画を策定する際の留意点  

「減災計画の意図、狙い」を知る  
・ 目標設定  
・ 設定条件

「計画決定の手続き」を知る  
・ 決定手順  
・ 都道県、市町村、他部局との手続き

※ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝへの  
記載内容  

「関係機関との調整」  
・ ガイドラインにより、共通認識（役

割・アクションなど）を図る  

（主なもの）  
・ 目標の設定  
・ 噴火シナリオの設定  
・ 対策開始タイミングの設定  
・ 規模の想定、緊急設計のための準備  
・ 施工能力と時間の検討  
・ 資・機材調達、契約など工事準備  
・ 用地など緊急工事の前提条件の整備  
・ 事業調整  
・ 事業例、主要工種  
・ 参考資料 無人化施工、  

リアルタイム HM など  

「計画の作成方法・内容」を知る  
・ 検討する項目  
・ 視点、留意点  

「緊急時の動き」 をあらかじめ想定して

知っておく ＝危機管理の備え  
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3.2 ガイドラインの目次（案） 

 砂防部局・関係機関が緊急減災対策計画を作成する際のガイドラインの

内容は、以下の項目を網羅するものとする。 

 

 

１．前書き 

(1) 本ガイドラインの位置付け・策定意図 

  ・ガイドラインの対象者* 

  ・ガイドラインの規定範囲* 

 

２．火山噴火緊急減災対策計画の基本理念 

(1) 火山噴火緊急減災対策の目的 

(2) 火山砂防基本計画における位置付け 

 ・噴火シナリオに基づいた時系列の（段階的な）対策 

 (3) 計画作成時に考慮すべき設定条件* 

  ・噴火シナリオ 

・噴火シナリオから算出される「対策実行可能時間」 

  ・土地所有状況 

  ・法規制・他機関管轄の土地 

 (4) 火山噴火緊急減災対策を開始するタイミング* 

 

３．火山噴火緊急減災対策計画作成の手順 

 (1) 手順のフロー 

 (2) 噴火シナリオの作成* 

 (3)  現状の把握* 

 (4) 対策の目標設定条件の検討* 

 (5) 計画策定時までの被害想定  

 (6) 対策を開始するタイミング* 

 (7) 対策の基本方針検討 

 (8) 実施する工種・工法、監視機器の選定* 

 (9) 施設の構造・諸元の検討 

 (10) 緊急施設配置計画 

 (11) 情報伝達、避難計画等との連携 

 (12) 必要な資機材の確保方法検討 

 (13) 施工スケジュールの作成 

 (14) 工事等の安全管理方法* 

 (15) 対策の効果評価* 

 (16) 緊急時の整備優先度の設定方法* 

(17) 住民避難のタイミングとの調整 

(18) 避難範囲設定の考え方 

 (19) 関係機関との調整 

 

＊：重要な検討事項であるため、3.4 で具体的な記述内容を記載している。
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４．事前の調査事項 

 (1) 噴火シナリオに基づいたハザードマップの作成 

 (2) 土地所有者、法規制状況、管轄の調査 

 (3) 現状での対策進捗状況把握 

 (4) 調達可能な資機材数の算出 

 (5) 緊急時対応のための建設業者との事前協定 

 (6) 地域防災計画等、他機関の計画調査 

 
５．作成した緊急減災対策計画の確認  
 (1) 図上訓練による計画の確認 

 ・事務所内における対策の可否、優先順序や具体的な工種判断のための訓練 

 ・関係機関との噴火シナリオに基づく連携行動、情報伝達のための訓練 

 ・地方公共団体および住民が参加して避難等を行う実働訓練 

 (2) 設定条件の変化による計画の見直し 

 (3) 基本対策の進捗による計画の見直し 

 
６．既往の火山噴火に対する緊急対策実施事例と教訓  
 (1) 雲仙普賢岳 

  ・噴火後の土石流対策 

  ・用地確保の困難さ 

  ・無人化施工の実用化 

 (2) 有珠山 

  ・噴火予知の成功とハザードマップの活用 

・国の各省庁による合同現地対策本部 

 (3) 三宅島 

  ・想定外の現象発生 

  ・噴火後の泥流対策 

 

７．参考資料  
 (1) 無人化施工機械の能力（実績） 

 (2) 関係法令 

 (3) リアルタイムハザードマップ作成システムの活用方法 
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3.3 火山噴火緊急減災対策計画を検討する手順 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．目標設定条件の検討 

  ①噴火シナリオで想定している前兆現象から噴火までの時間、緊急時の

施工能力などから対策を実施できる時間を算出する。  
 〔対策期間（時間的余裕）の算出〕 

②発生頻度や技術的限界などから、対策可能な現象・規模を把握する。  
③防災関係機関と地域住民・地権者・許認可者は事前の協議において、

現状の土地利用状況や環境、法規制などの条件をもとに，緊急対策が実

施可能なエリアを抽出する。  
〔対策場所（空間的余裕）の把握〕 

④現状の体制、資機材の準備状況、法制度などを整理しておく。  
 〔実施体制の把握〕 

１．噴火シナリオ 

①過去の火山活動状況や火山監視状況から、今後どのような現象と規模

が発生するのかを、噴火現象ごとに時系列で整理する。  
〔噴火シナリオの作成〕  
②噴火シナリオや火山監視により得られる情報をもとに、いつどのよう

な火山現象に対応して対策を開始するのか等を整理する。  
〔対策タイミングの設定〕  

３．対策方針の設定 

①噴火シナリオと目標設定条件をもとに、どこまで対応するか、噴火現

象と規模を把握する。  
〔対策の目標、対象現象と規模〕 

②対象現象と規模ごとに、有効でかつ迅速に施工できる対策工種・工法

について検討する。  
〔ハード対策の基本方針〕 

③噴火シナリオの推移に応じて、対策のために必要な情報を収集するた

めの観測機器や情報伝達方法について検討する。  
〔ソフト対策の基本方針〕  

４．火山噴火緊急減災対策の具体化 

  ①対策方針や噴火シナリオに基づき対策可能エリアに、具体的な施設・

機器の配置、運用について時系列で計画を検討する。  
  〔対策マニュアルの作成〕  

②緊急時の対策を行うために、平常時から整備しておくべき事項につい

ても整理しておき、中・長期的なスケジュールを作成する。  
〔平常時準備計画〕  

５．対策の効果評価 

  ①被災家屋数や被害額の軽減、到達時間の遅延など定量的な指標で、数

値シミュレーションを用いて対策の効果を評価する。  
  〔対策の効果量〕  
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3.4 ガイドラインでの検討ポイント 

 

 

①ガイドラインの対象者  

 

 

 

 

 

 計画の作成には砂防部局以外にも、その地域で住民避難や火山活動監視に携

わる部局との協議・調整が必要であるが、このガイドラインは計画を策定する

にあたって、担当者が検討・協議すべき事項を記述したものである。  

 

 

②ガイドラインの規定範囲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本ガイドラインは噴火シナリオや設定条件、対策の効果評価等の計画策定に

必要な検討事項や調整すべき事項について記載したものである。実際の計画作

成にあたっては、関係する各機関を含めた検討会による検討を原則とする。  

 検討会においては、地域の特性を踏まえて、対策の制約事項、緊急対策の基

本方針、各機関の調整などを検討して「火山噴火緊急減災対策計画書」として

砂防部局がとりまとめる。  

 また噴火前から進めておくべき基本対策については別途、「火山砂防計画策定

指針 (案 )」を参照のこと。  

 

 

本ガイドラインは火山噴火緊急減災対策計画を策定する、直轄砂防事務所

及び都道府県の火山砂防事業担当者を対象とする。  

本ガイドラインは計画に関する基本的な検討項目および留意点についてま

とめたものである。  
実際に計画を作成する際には、個々の地域・火山ごとに学識経験者・行政

担当者・地域住民などにより構成される検討会等を設置し、それぞれの火山・

地域の特徴を踏まえて、「火山噴火緊急減災対策計画」を作成する。  
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③計画作成時に考慮すべき設定条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画は「火山活動状況・地域の社会条件の双方により規定される設定条件の

中で、可能な限り噴火による土砂災害の被害を減少させる。」ことが目的である。 

 主な設定条件として、①対策の前提となる噴火シナリオの有無、②噴火の前

兆から噴火までの間に、準備や施工を含めた対策を行える期間、③対策の対象

とする噴火規模、④対策可能場所、⑤人員や資機材など実施体制などから、ど

こまで対策を行うことができるかを検討する  

特に対策可能な場所については、火山災害の危険区域内では安全上これらの行為が

制限される。また土地利用状況や各種法規制により様々な行為制限があるため、対策

実施空間の確保に困難をきたすことがある。  
対策事業費も財政的な設定条件となりうるが、本計画においては検討段階で

の設定条件とはせず、個別の対策ごとに概算費用を算出しておくにとどめる。  

 同様に対策による火山山麓の自然生態系などへの影響については、本計画の

検討段階では設定条件として扱わない。ただし、対策施設等が自然環境や生態

系に与える影響を事前に評価し、また対策終了後の復旧計画や方法を検討して

おく必要はある。  

 

計画の検討・実施にあたって、以下のような設定条件を考慮する必要があ

る。  
 

(1) 噴火シナリオの有無、火山監視・観測体制 

  対策の前提として、想定される火山活動を整理した噴火シナリオが必要

であり、また緊急時に対策を行うためには火山活動の将来予測を行うため

の火山監視・観測体制が整備されていることが必要である。 

(2) 対策の実施可能期間 

噴火前兆現象の発現期間や噴火活動の継続期間，また火砕流等危険現象

の発生期間、ハード、ソフトで対策の実施期間を規定する必要がある。 

(3) 噴火規模 

噴火規模は緊急減災対策の目標に合った規模とする。大規模な噴火が発

生した場合，噴出量が多量となり対策効果が充分に発現されないことがあ

る。 

(4) 対策の実施箇所 

ハードによる対策においては，土砂捕捉や導流など処理効果が最大とな

る場所が適地であり，土石流検知などのソフトによる対策に置いては検知

通知先への情報伝達時間を満足させる位置に設置することが必要である。 

(5) 対策の実施体制 

期間，場所，噴火規模の面から対策を検討に加え，人員や資機材の準備な

ど実施体制の構築時間等を勘案する必要がある。 
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④火山監視状況等現状の把握  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画を作成するためには、火山防災対策全般にわたって現状でどこまで対策

が進められているかを把握する必要がある。  

 火山防災は、①火山監視・観測、②情報伝達・共有、③本部体制、④警戒避

難体制、⑤ハード対策、⑥応急・復旧活動、⑦火山と地域との共生、⑧火山防

災教育などから構成されるが、そのうち対策に関連する事項について、関係機

関と調整をしながら現状を調査・把握しておく。  

 

 

計画の策定にあたっては、以下の火山防災対策全般について現状を調査・

把握する。  
 

(1) 火山監視・観測体制 

 ・監視機器の配置数・位置、監視・観測項目、観測頻度 

・現状の監視・観測によって推定できる、火山現象の種類と規模 

・前兆現象把握から噴火までの時間 

(2) 情報伝達・共有の状況 

・情報伝達の経路、機器 

・伝達される情報の内容、タイミング 

・住民、マスコミへの広報体制 

・緊急時の問い合わせ窓口 

(3) 本部体制 

 ・火山噴火に対する災害対策本部設置の基準 

 ・対策本部を構成する組織・人員 

 ・対策本部設置場所 

(4) 警戒避難体制 

 ・地域防災計画（火山対策編）の記載内容 

・避難勧告・指示の発令基準、警戒区域・避難区域の設定方法 

・緊急時の住民への情報伝達方法、避難範囲の周知方法 

・都道府県間、市町村間の広域連携体制 

(5) ハード対策の進捗状況  

・砂防事業や治山事業等による火山噴火対応の施設整備数や整備率  
・現状のハード対策による被害軽減効果  
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⑤噴火シナリオ・対策マニュアルの作成  

 

 

 

 

 

 

 基礎的な資料となる噴火シナリオは、気象庁がこれまでの調査観測記録など

を基に今後想定される火山活動とそれによる被害および対応する火山情報を時系列で

表現した形で作成する。  

対策を実施する各機関と調整を行い、火山情報発表と災害対策本部設置のタ

イミングなど、噴火シナリオに対応してそれぞれが行うべき対策を時系列・段

階ごとに整理する。  

 なお対策マニュアルは、火山噴火によって発生する土砂移動現象の種類、規

模、流下方向ごととし、土砂移動現象による現状での被害と対策後の被害想定

も含むこととする。  

 

 

⑥計画策定時までの被害想定  

 

 

 

 

 想定される土砂移動現象は過去の噴火履歴から到達範囲の実績を推定するこ

ともできるが、被害想定を行うためには到達範囲だけではなく、到達時間や水

深や流速などのデータが必要であるため、原則として数値シミュレーションに

より行う。 

 

⑦対策を開始するタイミング  

 

 

 

 

 

 

 

 気象庁が作成する噴火シナリオの中で、火山活動状況の推移と火山情報の発

表を関連づけ、災害対策本部の判断に対応して対策を開始することを基本とす

る。ただし噴火シナリオ通りに火山活動が推移しない場合も想定され、対策の

実行上前兆現象段階で準備等を始める必要がある場合もあるため、火山情報に

加えて前兆現象や社会的要請などを総合的に勘案して対策の実施を判断するこ

とができるような体制を検討しておく。  

緊急減災対策計画の検討にあたっては、気象庁と国土交通省・都道県砂防

部局が協力して各活火山ごとに作成する噴火シナリオを基づき、これに対応

した噴火シナリオの各段階ごとに行うべき対策を、時系列で整理した「対策

マニュアル」を作成する。  

気象庁から発表される火山情報や災害対策本部などの判断を踏まえて、対

策を開始することを想定する。  
ただし対策の実施には諸手続など所要の時間がかかるため、火山情報に加

えて過去の噴火履歴から想定される前兆現象段階での判断が可能となるよう

関係機関との調整を事前に図っておくことが必要である。  

想定される土砂移動現象による被害想定については、数値シミュレーショ

ン結果によることを原則とし、被害戸数など定量的に評価する。  
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⑧設定条件の検討  

 

 

 

 

本ガイドラインで記述する事項は、「設定条件として考慮するべき事項」と「設

定条件の考え方（原則）」であるため、具体的な設定条件については各地域ごと

に検討会等での検討を通じて抽出・検討する。  

 なお緊急時の対応であることを考えると時間的・空間的な設定条件は厳しい

と予想されるため、平常時から着実に対策を進めておくことが望ましい。  

 

 

 

 

 緊急時に対策を行える期間は、噴火につながる前兆現象を把握できる監視・

観測体制の有無、噴火後に火砕流などの危険な現象が発生するまでの時間によ

って制限される。また対策を行うまでの準備時間も必要であるため、それらを

勘案して対策の実施可能期間を設定する。  

また対策を行う期間は、原則として噴火につながる前兆現象が確認された時点から、

噴火終了時までとする。  

 

 

 

 

 対策の規模は技術的・社会的条件から限界があるため、噴火規模が大きくな

ればそれだけ対策が困難になる。そのため対策の実効性、保全対象の社会的重

要度、噴火の発生頻度等を考慮して対策対象規模を設定する。  

 

 

 

 

 

 対策を実施する箇所は、保全対象の上流側で緩勾配斜面など土砂の捕捉効果

が高い箇所や工事用道路の確保等施工性が良い箇所が望ましい。しかし人家が

密集していたり国立公園法の特別保護地域内などでは現実的には対策が困難で

あるため、計画作成時にはこれらの点に留意して対策実施箇所を設定する。な

お計画作成と並行して、対策の実施可能箇所を広げるために火山山麓緩衝帯と

して用地を確保していくことが望ましい。  

 

 

 

 

 対策の実施可能な規模は、上記の設定条件に加えて、施工を行う建設業者と

の協定や資機材の備蓄状況等を勘案して設定する。 

緊急減災対策計画を作成・実施するに当たっての設定条件については、原

則として以下の考え方に基づいて設定する。  

(1) 対策の実施可能期間：  
 噴火シナリオや対策の準備に必要な時間等から設定する。  

(2) 噴火規模 

 対策可能な規模、噴火の発生頻度、保全対象の社会的重要度から対策の対

象とする規模を設定する。  

(3) 対策の実施箇所 

 保全対象の位置、対策が効率的な箇所、土地利用状況、法規制から対策可

能な場所を抽出する。そのため事前に火山山麓緩衝帯等として確保する。  

(4) 対策の実施体制  
 現状で動員できる人員、資機材を勘案して、対策の実施可能な規模を設定

する。  
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⑨実施する工種・工法、監視機器の選定 

 

 

 

 

 

 

 具体的な工種・工法、監視機器の種類については、火山活動の特徴や地域ご

との設定条件を考慮して選定するが、緊急対策であることに鑑みできるだけ簡

易で短期間で施工可能なもの、調達が容易であるものを優先する。 

 また施工期間が限られているため、作業効率が高い有人施工を原則とするが、

1)想定した火砕流の到達範囲、2)火山弾の到達範囲、など現象発生後の避難が

困難な範囲、および 3)土石流や融雪型火山泥流の発生域、など危険な範囲での

工事は無人化施工を原則とする。 

 

 

⑩工事の安全管理  

 

 

 

 

 

 あらかじめハザードマップ等により想定されている火山現象の到達範囲内、

もしくは対策時の火山活動状況に対応してリアルタイムハザードマップ作成シ

ステム等により想定される火山現象の到達範囲内のうち、火山弾や火砕流など

現象発生後ただちに人命に関わる危険な現象が到達する範囲を危険範囲とする。 

 危険範囲内における工事は可能な限り避けることとするが、用地上の制約や

土砂捕捉の効率、また火口近くで精度良く監視観測する必要がある場合などや

むを得ず危険範囲内において工事を行う場合は、十分な安全管理計画を事前に

作成しておく。  

工事従事者の安全管理については基本的に工事従事者が責任を持つものであ

るが、砂防事業者（発注者）においても以下の項目を対策計画の一部として検

討しておき、工事従事者に対して安全管理上の指導を行う。  

 (1) 火山活動状況を把握するための監視・観測機器の種類 

 (2) 監視・観測により得られる情報の内容 

 (3) 監視・観測により情報が得られる時期（タイミング） 

 (4) (2)(3)の安全管理上の意味 

 (5) 工事従事者の避難場所・避難路 

 (6) 工事従事者の避難基準 

 (7) 無人化施工など安全管理に配慮した工法 

 

 

危険範囲内において、砂防施設の整備、監視・観測機器の配置等が必要な

場合は、工事従事者の安全管理についても噴火シナリオ、対策シナリオと関

連づけて、事前に安全管理計画を作成する。  

対策で行う工種・工法、設置する監視機器の選定にあたっては、対策場所

ごとの地域条件を考慮して選定する。  
また、現象発生後の到達時間が非常に短い場合などは工事従事者の安全を

考慮して無人化施工を原則とする。  



 30

⑪対策の効果評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策実施のための地域住民への説明、関係機関との調整、予算の確保等を行

うために、対策の効果をわかりやすい形で表現して計画に盛り込む必要がある。 

特にハード対策の効果は以下の通り可能な限り定量的に算出する。  

(1) 数値シミュレーション結果による現象の影響範囲内の、戸数・被災人口

等は、国勢調査による統計データなどから算出する。 

(2) 被害金額は影響範囲の施設種類および、流動深、土砂堆積深などから、

治水経済マニュアルを参考に算出する。 

(3) 流下遅延時間は、対策施設配置前後の数値シミュレーション結果を比較

することで算出する。算出地点は重要な保全対象が存在したり特徴的な地

形が見られる地点とする。 

(4) 影響範囲内に存在する施設を抽出する際には、できるだけ大縮尺の地形

図等を用いる。また、避難施設等については地域防災計画や市町村へのヒ

アリングなどにより把握する。 

(5) 影響範囲内に存在する道路・鉄道の長さを地形図等から算出する。影響

範囲内が不通の場合の迂回時間は、道路センサスもしくは道路・鉄道管理

者に対するヒアリング調査等から算出する。 

(6) 同じ規模の対策であっても、短い期間で対策が完了するの方がより優れ

た対策であるため、施工期間も評価指標とする。 

 

対策の効果評価方法としては数値シミュレーションにより評価する。  
評価は、以下に示す指標を参考にできるかぎり定量的に算出する。  

(1) 被災人家戸数、被災人口、災害時要援護者数 

(2) 被害金額 

(3) 土砂移動現象の流下遅延時間 

(4) 対策により安全が確保される土地の面積、避難施設数、重要施設数 

(5) 対策により安全が確保される鉄道・道路延長と迂回時間 

(6) 施工に要する時間 

(7) その他定量的に被害を算出できる項目  
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⑫緊急時整備の優先度設定方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 火山によっては噴火による影響が山麓の広範囲に及ぶ可能性があり、噴火前

にどの方向に土砂移動現象が流下するかを予測することが困難な場合がある。

また、時間的・空間的な制約の中で、被害を受ける場所全域で対策工事を行う

ことは困難であることから、あらかじめ上記の項目に従って対策箇所ごとの優

先度を設定しておく。優先度は緊急時の状況変化に応じて随時見直すこととす

る。  

 

 

⑬住民避難のタイミングとの調整  

 

 

 

 

 

 

 対策の開始タイミングはそれぞれ事業者が、住民の避難は市町村長が、それ

ぞれ火山情報や災害対策本部の判断を参考にしながら判断する。しかし、住民

避難と対策の実施が時期的に重なる場合も考えられるため、避難勧告基準等と

の整合を図る必要がある。 

一般的な火山活動の推移を考慮すると、静穏時－前兆現象－噴火直前－噴火

に至ることが多く（突発的に小規模な噴火をする場合もあり）、住民避難との関

係を充分に調整する必要がある。 

 

 

対策の実施箇所の優先順位は、以下の項目により対策箇所ごとに事前に検

討する。  
(1) 想定した土砂移動現象・規模の発生頻度 

(2) ⑪で想定した被害減少効果 

(3) 保全される対象の重要度 

(4) 地域社会に与える影響  

対策開始のタイミングは火山情報や災害対策本部の判断を参考にして設定

するが、関係機関・地方公共団体と調整を行い住民避難のタイミングや避難

勧告の基準とも整合性を図るものとする。  
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⑭避難範囲設定の考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住民の避難範囲（警戒区域）の設定は市町村長が決定するものであるが、火

山情報や火山活動状況に応じて設定する必要があるため、あらかじめ噴火シナ

リオを参考に方針を検討し、地域防災計画に記載しておくことが望ましい。 

 ただし地形変化による流域の変化や想定外の火山活動（火口位置が違うなど）

により、事前に想定していた土砂移動現象の到達範囲以外に危害がおよぶ可能

性がある場合には、避難範囲設定の参考になるようリアルタイムハザードマッ

プ作成システムにより、段階的にハザードマップを作成し提供する。  

 

 

⑮関係機関との調整タイミングと調整内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策の実施にあたっては、事前の計画作成時の協議に加えて、平常時より定

期的に調整を行うことが望ましい。調整は原則として個別の火山ごとの連絡会

議等で調整を行う。  

 また特に緊急時の調整内容としては、1)各機関ごとの対策場所、役割の分担、

2)各機関が得た情報の共有化手段、3)住民やマスコミに対する一元的な情報提

供、等について噴火シナリオと対策シナリオに基づき具体的に調整する。 

 

火山噴火による住民避難の範囲については、火山活動状況もしくは気象庁

から発表される火山情報に応じて、市町村が噴火シナリオの段階ごとに設定

できるように事前に方針を決定しておく。  
その際、過去の噴火実績図や既往の火山噴火災害予想区域図、また砂防部

局から提供される火山噴火の状況に応じたハザードマップにより、段階的に

避難範囲を変更できるように情報提供をする。  

計画を緊急時に円滑に実行するために、平常時から関係機関と地域ごと（火

山）に調整するための連絡会議を設立する。  
各関係機関との調整内容については、原則として以下のとおりとする。  
・現在の活動状況の判断  
・住民避難の有無とその方法  
・対策の基本方針  
・対策の実施場所、実施時期、実施内容  
・対策本部等による情報一元化と関係機関の共有方法  



 33

４．砂防部局での計画検討事例紹介 

 

 

 

 

 

 

4.1 樽前山の事例 

(1) 対象区域 

 樽前山南側の６渓流について、北海道開発局室蘭開発建設部が検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.1 樽前山における緊急対策の検討範囲 

 

 

(2) 対象現象 

 噴火後の融雪型火山泥流、土石流（二次泥流）を想定している。 

 

※これらの検討事例は関係機関との調整が終了していない内

容も含んでおり、現時点で決定しているものではない。 
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(3) 設定条件 

 ・直轄砂防区域内で検討。 

 ・下流に道央道（高速道路）の盛り土があるためそれを活用すると効果的である。 

 ・用地、法規制などの制約条件は考慮していない。 

 

(4) 工種・工法の選定 

 ・泥流の捕捉、ピークカットを目的とし、流体力に対して安定な構造 

 ・可能な限り無人化施工を活用する。 

 ・高速道路の盛り土部分のうち、道路のボックスは遮蔽し、河川のカルバート部分は仮

設提により遮蔽すると共に下流側は導流提により泥流を導流する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.2 樽前山における緊急対策工法 

 

・遮蔽工＝４ｔコンクリートブロックを８段積み 

・仮設提工＝４ｔコンクリートブロックを 10 段積みして型枠に、中詰めは INSEM 工法 

・導流提工＝大型土嚢を５段積み、もしくは４ｔコンクリートブロックを５段積み 

 

(5) 無人化施工 

 上記の対策工種に対して、無人化施工の訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.3 無人化施工の訓練風景 

対策工種 訓練工種 

堆砂の排土（除石） 土工 

導流提の構築 

仮設提の設置 

ブロック積み 

土嚢積み 
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図－4.4 緊急時の無人化施工実施手順（案） 

 

 

 

 災害発生 

 ②現地確認

危険性の有無 

 有人施工 

  ④無人化施工の採用 

⑤諸官庁への協議・申請

 ⑥工事発注

Ⅲ工事実施 

⑧完工・検査 

工事受注 

Ⅱ資機材調達 

現地調査 

Ⅳ施工管理 

Ⅰ施工計画立案 

工事完了 

  ③現地状況に応じた緊急・応急対策工の検討 

  ⑦施工計画・協議 

①事前準備 

・連絡体制・資機材調査・事前計画（緊急・応急対策工の施

設配置計画 及び 施工計画） 

・積算、施工管理目標等の基礎資料の収集 

・無線局、無線管理目標等の基礎資料の収集 

・見学会、講習会 ・無線伝搬調査 
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(6) 緊急対策実施上の課題 

・緊急時の砂防指定地の指定、事業用地の確保 

・堆積土の置き土箇所の補償など 

・無人化施工機械の絶対数が不足 

・オペレータ等の所在地把握が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・噴火シナリオに基づいた時系列の対策となっていない。 

→無人化施工による施工期間と、噴火シナリオから許される時間の比較 

・ソフト対策の検討も必要 

・対策の効果評価が必要 
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4.2 浅間山の事例 

(1) 浅間山の噴火 

 これまで浅間山は歴史時代からこれまで数多くの噴火を繰り返してきた。特に 1108 年の

天仁噴火と 1783 年の天明噴火が過去最大規模であり多くの被害が出ている。 

 近年は 1983 年以降比較的平穏な状況であったが、2003 年９月１日に山頂火口より中規

模の爆発的な噴火が起きた。その後も９月 14 日に再び小規模な噴火を起こした後、11 月

14 日まで断続的に小～中規模の爆発を起こしたが、2006 年３月現在では平穏な状態である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4.6 2004 年９～11 月の浅間山の活動 

 

(2) 火山活動度レベルおよび噴火シナリオ 

既往の噴火活動履歴、および

2003 年９月１日以降の火山活

動状況から、浅間山で今後想定

される噴火シナリオを以下のよ

うに整理した。その結果、火山

活動度レベル３～４に対応する

①～③の噴火シナリオを想定し

た。 

 

 

 

 

 

 

図－4.7 浅間山で当面想定される噴火シナリオ  

当面考えられるシナリオと活動レベル当面考えられるシナリオと活動レベル

現状の活動状況（レベル３）

マグマ供給量の
増加があるか？

ﾚﾍﾞﾙ３のまま推移
ﾚﾍﾞﾙ２に活動低下

供給量は大量か？

レベル４に活発化

ﾚﾍﾞﾙ４

小～中規模噴火

ﾚﾍﾞﾙ４

中～大規模噴火

Yes

YesNo

No

火砕流量火砕流量2727万万mm33

（１９５８（１９５８年噴火実績）年噴火実績）

火砕流量火砕流量100100万万mm33

（（中規模噴火最大）中規模噴火最大）

火砕流量～火砕流量～1010万万mm33

（１９７３（１９７３年噴火実績）年噴火実績）
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＜参考＞ 

 気象庁では 2003 年 10 月に浅間山の火山活動度レベルを設定しており、噴火規模に応じ

て以下のようにレベルを区分している。 

 

表－4.2 浅間山の火山活動度レベル 

レ

ベ

ル 

火山の状態 噴火の形態 事例（活動履歴）

５ 

広範囲まで及ぶ大規模噴火が発生または可

能性 

遠方まで火砕流または溶岩流が到達して広

域に影響するような大規模噴火が発生し

た。または、上記のような噴火の可能性が

ある。 

山麓まで噴出物が降下、

溶岩流の流出、火砕流の

発生の可能性がある。 

天仁、天明の大噴火

（山麓まで火砕流、

岩屑なだれ） 

４ 

山麓まで及ぶ中～大規模噴火が発生または

可能性 

遠方まで噴石が飛散、あるいは火砕流また

は溶岩流など、居住地まで影響するような

中～大規模噴火が発生した。 

または、上記のような噴火の可能性がある。

山頂火口から 3km 以遠、

山麓まで噴出物降下、空

振の影響の可能性があ

る。小規模の火砕流もあ

り得る。 

・1950 年 9月 23 日の

噴火（火口から 8km

以上離れた場所に噴

石） 

・1958 年の噴火 

・1973 年の噴火 

３ 

山頂火口で小～中噴火が発生または可能性

小～中規模噴火が発生した。 

または地震が群発したり、火映、鳴動が観

測されるなど小～中規模噴火の発生の可能

性がある。 

山頂火口から2～3km程度

以内まで、噴石を飛散し

たりごく小規模な火砕流

を伴う噴火もあり得る。 

・1983 年 4 月 8 日の

噴火（空振で山麓の

ガラス等に被害） 

・2000 年 9 月、2002

年 6 月の地震群発 

２ 

やや活発な火山活動 

噴煙がやや多くなったり、火山性地震が

時々多発、微動が発生するなど火山活動が

やや活発である。 

火山性ガスの顕著な放出

や微小な噴火（火山灰の

放出など）があり得る。 

山頂火口付近に微量の火

山灰の噴出もあり得る。 

・2002 年 5 月以降の

噴煙活動の活発化、

火口の温度上昇 

・1990、2003 年の微

噴火 

１ 

静穏な火山活動 

噴煙は比較的少なく、火山性地震の群発が

時折発生するもののその規模は小さく、火

山性微動の発生も少ない。 

噴火可能性低い ・静穏な活動期のほ

とんど 

０ 

長期間火山の活動の兆候なし 

噴煙がなく、火山性地震・微動もほとんど

発生しない。 

噴火可能性なし  
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(3) 対象現象と規模 

 想定した噴火シナリオの中で発生しうる現象と規模のうち、砂防で行う火山噴火緊急減

災対策の対象現象と規模を、以下のように土砂移動現象か否か、山麓まで影響が出るかど

うかにより選択し、結果として土石流、火砕流、融雪型火山泥流を対象とした。 

 

表－4.3 浅間山で想定した緊急対策の対象現象 

現 象 土砂移 

動現象 

山 麓 ま

で影響 

備 考 

①降 灰 × ○ 風向と風速により影響範囲が変化する。 

②土石流 ○ ○ 火砕流が堆積もしくは火山灰が厚さ10cm以

上堆積した渓流から発生。降灰量と降雨量

によって影響範囲が変化する。 

③火砕流 ○ △ 火砕流規模は 10～100 万ｍ3を想定。 

④融雪型 

火山泥流 

○ ○ 火砕流の規模と積雪量によって影響範囲が

変化する。 

⑤噴 石 × ○ レベル４の噴火では山麓まで到達 

⑥火山ｶﾞｽ × × 影響範囲は火口から４km 以内 

⑦空 振 × ○ 影響範囲は火口から 18km 以内 

 

(4) 現状での被害想定 

 火山活動度レベル３とレベル４の噴火で発生する融雪型火山泥流による被害家屋数・被

害金額と、レベル４の噴火後に降雨により発生する土石流による被害家屋数・被害金額を、

現状での数値シミュレーション結果と資産統計メッシュデータを重ね合わせることにより

流下方向ごとに算出した。 

 

(5) 設定条件 

浅間山で緊急減災ハード対策を計画するにあたり、以下の条件を考慮して施工場所や施

設構造を検討した。 

1) 浅間山周辺の土地利用として、民有地以外で施工する。 

2) 国立公園特別保護地区以外で施工する。 

3) 建設機材の数量や日当たりの施工能力から３ヶ月以内に施工可能な規模とする。 

4) 火砕流・噴石が到達する可能性がある範囲内では無人化施工を行う。 

 

(6) モデル渓流における緊急減災ハード対策の検討事例 

 浅間山周辺 14 渓流のうち、群馬県側の片蓋川をモデルとして具体的な施設配置計画を検

討した。（次ページ参照） 
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遊砂地横工：本堤：INSEM材31,000m3、土のう8,830個、

水叩き工：INSEM材8,250m3 

土 工 ：えん堤床堀20,200m3、堆積工掘削48,900m3 

導流堤 ：盛土27,840m3、土のう3,480個 

投入機械数：70台 

有人：60台 バックホウ（1.4m3）23台、ダンプトラック(11t)31台、 

ブルドーザー(21t)4台、振動ローラ(10t)2台 

無人：10台 バックホウ（1.4m3）2台、ダンプトラック(11t)7台、 

ブルドーザー(21t)1台 

施工日数：導流提のみ ２６日  導流提＋遊砂地 ５２日 

図－4.8 浅間山（片蓋川）におけるハード対策の検討例 
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(7) 緊急減災ソフト対策の検討 

 火山活動度レベルに応じた、情報の収集・処理・伝達の各項目で行うことを以下のよう

に整理した。 

表-4.4 浅間山における火山活動度レベルに対応したソフト対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山活動度 

レベル 
収集系 処理系 伝達系 

レベル４ 

○ 噴火による不安定土砂

の堆積状況を面的に把

握（航空レーザプロファ

イラ） 

○ レベル４以上に応じた

対応（４ｋｍ以遠への検

知センサー類の設置な

ど） 

○ 災害用通信手法の導入

および通信手段の確保

（衛星回線、災害用テ

レメータ無線、NTT 公衆

回線など） 

○ 広域的な光ネットワー

ク等との接続による伝

送路およびバックアッ

プ体制の確保 

レベル３ 

○ 検知センサー類を設置

および設置準備（備蓄）

○ 火砕流噴出物の堆積域

の降雨量の把握（山体お

よび山麓） 

○ 降灰量計の設置および

降灰物性値の把握 

○ 各種申請の手配（開発許

可、電波、用地） 

○ ネットワークの早期接

続・運用の開始（未整

備箇所の接続） 

○ 伝送路のループ化（群

馬県および長野県） 

○ 災害用通信手法の備蓄 

○ 地元向け説明会の実施

支援 

 

レベル２ 

○ 火口から２～４ｋｍ圏

内へ観測機器の設置 

○ 火口から２～４ｋｍ圏

内に検知センサー類（優

先度大）を設置 

 

○ 検知情報の自動処

理化 

○ 噴火時の基準雨量

の設定・運用・精

度向上 

○ リアルタイムハザ

ードマップの作成 
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図－4.9 浅間山における緊急減災ソフト対策による監視機器配置（案） 
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５．火山噴火緊急減災対策計画に関連する検討事項（報告） 

5.1 リアルタイムハザードマップ作成システムについて 

(1) リアルタイムハザードマップ作成システムとは 

 火山リアルタイムハザードマップ作成システムとは、火山ハザードマップを作成・見直

しする際に必要となる、「情報収集」、「情報格納」、「情報解析」、「情報提供」に係るそれぞ

れの作業処理過程において、作業手順、作業手法の効率化を図ることにより、ハザードマ

ップ作成・見直しにかかる作業時間の短縮化・最適化を図ったシステムのことをいう。 

 

①プレ・アナリシス・システム（データベース方式） 

・複数の噴火規模、現象において予めハザードエリアを特定し、その情報を GIS 上に格納

しておき、火山の活動状況に応じて必要となる情報を引き出すことを可能としたシステ

ム。 

 

 

 

 

 

 

山腹          山頂           規模大       規模小 

 

 

図-5.1 プレ・アナリシス・システムによるハザードエリア選択イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定火口想定火口

§想定火口Ａ§想定火口Ａ

溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

想定火口想定火口

§想定火口Ａ§想定火口Ａ

想定火口想定火口

§想定火口Ａ§想定火口Ａ

溶岩流溶岩流溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

××

北緯○○度東経○○

××

想定火口想定火口

§想定火口Ｂ§想定火口Ｂ

溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

××

北緯○○度東経○○

××

想定火口想定火口

§想定火口Ｂ§想定火口Ｂ

想定火口想定火口

§想定火口Ｂ§想定火口Ｂ

溶岩流溶岩流溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

××年災害規模××年災害規模

溶岩流溶岩流溶岩流溶岩流

火砕流エリア火砕流エリア

××年災害規模××年災害規模
○○年災害規模○○年災害規模

火砕流エリア火砕流エリア

○○年災害規模○○年災害規模

火砕流エリア火砕流エリア

火山活動状況 

火口位置の違いによる選択 噴火規模の違いによる選択 

ケースごとのマップはあらかじめ作成しておき、ＧＩＳ上のデータベースで蓄積・検索・表示する

○事前に作成したマップを表示するため短時間で対応可能。 

○詳細に火山活動を監視・観測しなくても、現象の種類・規模・

流下方向を想定すれば、ある程度の推測が可能。 

×想定外の現象や地形の大幅な変化など前提条件が変わり、あて

はまるマップがない場合には対応ができない。 
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 プレ・アナリシス・システムは現在、十勝岳、富士山、浅間山で基本的なシステム作成

が完了しており、現在は①Ｗｅｂ－ＧＩＳを用いて誰でもアクセスできるシステムの作成、

②検討している緊急減災対策施設の効果を表現するレイヤー（マップ）の取り込み、③プ

レ・アナリシス・システムを用いた砂防部局内での対策訓練（ロールプレイ）などの作業

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.2 プレ・アナリシス・システムの例（浅間山） 

火山現象ごとのマップ

を表示するメニュー 

どこからでも Web 上か

ら、アクセス可能 

火山活動度レベルや噴

火シナリオに対応した

メニュー 

流動深や到達時間など

必要とされる情報に応

じて切り替え表示 

周辺市町村ごと、流下

方向ごとの詳細なマッ

プを表示可能 

国道や河川、公共施設

などと重ね合わせ表示

して、防災マップとし

て使用 
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②リアルタイム・アナリシス・システム（逐次計算方式） 

・火山活動にともなう地形の変化や、 

・火山噴出物の物性、量、範囲等に対応して 

・数値シミュレーション等により、随時ハザードマップを作成するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.3 リアルタイム・アナリシス・システムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴火後地形が変化
噴火初期 

想定外の現象発生 

○地形変動や違う火口など想定外の現象が発生しても、その都度

マップを作成するためキメ細かな対応が可能。 

○仮想で緊急対策施設を配置した場合の効果を確認することが可

能。 

×数値シミュレーション計算をするために、現象の規模・継続時

間・物性値など多数のパラメーターを設定する必要がある。 

×数値シミュレーション計算に時間がかかる。（現状では現象の継

続時間≒計算時間） 

地形データ 

プレ処理 

物性値

現象の種類・規模

施設効果 

数値シミュレーション 

ポスト処理 GISへの取り込み 
ハザードマップの

表示・印刷 

必要な作業時間の見積もり 
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 リアルタイム・アナリシス・システムは、国土技術政策総合研究所危機管理技術センタ

ーで、プレ処理、ポスト処理を中心に作成しており、現在数値シミュレーションにかかる

時間の短縮方法について、補助プログラムの作成や大型計算機による試算などを行って検

討している途中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.4 リアルタイム・アナリシス・システムの例 

既往の数値シミュレー

ションプログラム上で

計算、到達時間ごとの

氾濫範囲を求めた例 

数値シミュレーション

のパラメーターの物理

的意味、設定範囲など

をヘルプとして表示 

地形データを３次元で

確認しながら修正 

計算結果の生データを

GIS データに変換し、

道路網図などと重ね合

わせて表示 
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 またリアルタイム・アナリシス・システムの運用にあたっては、数値シミュレーション

プログラムの取り扱いや地形データや入力データの修正などある程度専門的な知識が要求

される。そのため各火山ごとのデータは所管の直轄砂防事務所や道県において行い、シス

テムの運営は国総研を中心とした土砂災害専門家チームなどにより行うことを想定してい

る。 

 これまでシステムの運営に必要な人員とその能力、システムの配置場所などの検討を行

ってきている。今後は火山活動状況ごとに数種類のパターン分けを行い、それぞれのパタ

ーンでのリアルタイムハザードマップ作成を想定して、運営マニュアルとしてとりまとめ

る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.5 土砂災害専門家チームの中で、リアルタイムハザードマップ作成システムの運営

にあたるチームのイメージ図 
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5.2 火山災害予想区域図作成指針（案）の改訂 

(1) 平成４年度に作成された火山災害予想区域図の内容 

 現行の「火山災害予想区域図作成指針（案）」は、雲仙普賢岳噴火後の平成４年３月に建

設省河川局砂防部（当時）により作成され、それに基づいてこれまで 30 火山のハザードマ

ップが作成された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.6 既往の火山災害予想区域図作成指針（案）の構成 

 

 

 ※火山災害予想区域図＝ 

火山噴火に伴う土砂移動現象ごとに、影響範囲や堆積深等を図示したもの 

 

  火山防災マップ＝ 

       火山災害予想区域図に避難場所や注意書きなど、防災対応に必要な情報を

付け加えて図示したもの 

 

  火山ハザードマップ＝ 

       危険な状況や破壊を引き起こす可能性のある火山噴火、あるいは関連する

事象を火山ハザードといい、これを図示したもの 

       ≒火山災害予想区域図 

１．火山活動と災害 

４．火山災害予想区域図作成 

２．火山災害予想区域図 

３．火山災害予想区域図作成

のための基礎資料

・火山災害の事例 

・火山噴火に伴う土砂災害の種類 

・火山災害予想区域図の対象とする現象

・火山災害予想区域図の目的・内容 

・作成手順フロー 

・予想区域図見直しのきっかけ 

・土砂移動実績図 

・数値シミュレーション実施のための 

デジタルメッシュ、対象規模、演算時間

ハイドログラフ、パラメーター 

・溶岩流、火砕流、火山灰、土石流、 

火山泥流の各予想区域図の作成方法概要

・詳細な計算方法、事例の記述はなし
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(2) 改訂における追加事項 

 上記の内容に加えて、これまで作成された火山ハザードマップ（特に富士山）の経験を

踏まえ、火山噴火緊急減災対策計画検討に伴い新たな知見や概念を加えて、以下の項目に

ついて検討・追加を行う。 

 

（１）噴火シナリオとの対応 

 気象庁との連携により火山ごとに噴火シナリオ（火山活動の推移を時系列で整理したも

の）を作成し、シナリオの各場面に対応した火山災害予想区域図を作成する旨を明記する。 

 

（２）ドリルマップと可能性マップ 

 富士山ハザードマップで出されたドリルマップ（１想定ケースに対する１災害予想区域

図）と、可能性マップ（ある現象が到達する可能性がある範囲全てを示したマップ）の概

念を追加する。 

 

（３）リアルタイムハザードマップ作成システムについての記述 

 平常時の火山災害予想区域図作成に加えて、緊急時のリアルタイムハザードマップ作成

システム運用に関する記述（詳細は別途国総研が作成するマニュアル参照）を追加。 

 

（４）融雪型火山泥流や噴石など新たな知見による区域設定方法 

 融雪型火山泥流の融雪機構やハイドログラフ作成方法、風の影響を受ける噴石の到達範

囲の想定方法など、新しい区域設定方法についても記述を追加する。 

平成１８年度中に改訂予定 
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１．１火山災害
１．２火山活動に伴う土砂災害
１．３本方針で取り扱う災害

１．火山活動と災害

概要
４．１溶岩流
４．２火砕流
４．３降灰分布
４．４土石流
４．５火山泥流（融雪型火山泥流）
　　　噴石
　　　山体崩壊
４．６総合化

４．火山災害予想区域図の作成

溶岩流
火砕流
降灰分布（降下火砕物）
土石流
火山泥流（融雪型火山泥流）
山体崩壊

噴石

２．１火山災害予想区域図の内容
２．２作成手順
２．３予想区域図の見直し
２．４リアルタイムHMについて

２．火山災害予想区域図

国総研のマニュアル参照

３．１土砂移動実績図
３．２デジタルマップ
３．３現象の規模とハイドログラフ、
　　　およびパラメータ
３．４演算時間単位
３．５数値シミュレーション

３．火山災害予想区域図
作成のための基礎資料

大中小規模とそれに応じた火口位置を複数設定。
個々の現象・規模ごとに影響範囲図を示したドリルマップの定義
ドリルマップを現象ごとに重ねて作成する可能性マップの定義

想定される現象・規模の整理
噴火シナリオに示された現象から、火山災害想定区域図の作成方
針について記載する。

●噴火シナリオに併せた現象・規模のドリルマップの作成の必要性
を追記する。
●「可能性マップ」という概念は富士山が初めてであるが，すべての
対象火山において同様のマップが作成できるほど資料が揃っていな
い。この様な現状を踏まえ、可能性マップの概念および、可能性マッ
プの必要性を示す。

火山災害予想区域図作成指針（案）の改訂方針




